
重層的支援体制整備事業～「(仮)重層的支援チーム会議」開催フロー～（2022.3.15 案）

各分野のみでは対応が難しいケースについて 

「総合相談窓口」へ相談

地域住民

～対象ケースのイメージ(複雑化・複合化した事例）～ 

○ 窓口が定まっておらず支援担当者が不明確なケース 

 ・年齢，属性が不明確であるが，担当しているケース 

 ・単身世帯であるが，複数の課題を有しており，複数の支援機関が関わっているが全容がつかみにくいケース 

○ 複数世帯で，それぞれの世帯員が課題を抱えており，複数の支援者が必要なケース 

○ 参加支援につなぐ必要のあるケース 

 ・ひきこもりの人など就労経験が少ない人や低所得世帯，生活保護を受給するようになったが地域で 

居場所のない人など様々な要因で地域から孤立しているケース 

・計画相談員 

・サービス提供者 等 

障がい ・自立相談支援員 

・就労準備支援員 

・学習支援員  等 

生活困窮 

・病院 

・医院，歯科医院 

・薬局  等 

医療機関 警察 

商店 

・学校関係者 

・子ども家庭支援員  

・アサガオ      等 

子ども・若者 

・民生委員・児童委員 

・自治会   等 

地域・その他 

市役所・各分野の相談窓口，相談支援員等 

・高齢者生活支援センター 

・ケアマネジャー 

・サービス提供者 等 

(例：ホームヘルパー,訪問看護師,リハビリ専門職等) 

高齢 

・企画部（市民参画協働推進室 等） 

・総務部（債権管理課 等） 

・市民生活部（保険課 等） 

・福祉部（生活援護課 等） 

・こども・健康部（子育て推進課 等） 

・都市建設部（住宅課 等） 

・上下水道部（水道業務課 等） 

・教育委員会                 等 

市役所各窓口 

「複雑化・複合化した課題」がある世帯について， 

関係する中核的な相談支援機関と支援内容の検討 

高齢者生活支援センター

障がい者

基幹相談支援センター

権利擁護支援センター

地域支え合い推進員
高齢介護課

地域福祉課

生活援護課

障がい福祉課

子育て推進課

健康課

社会福祉協議会

自立相談支援機関 

（社会福祉協議会）

学校教育課

＋α 

【（仮）重層的支援チーム会議】 

・ケースのアセスメント ・支援の方向性，支援方法，支援内容の確認 

・担当機関の検討（窓口が定まっていないケースの場合） ・役割分担の検討 

・プラン作成，支援者間のプラン共有 ・モニタリング，評価の頻度を確認 

・支援実施の進捗管理 ・プラン終結時等の評価 

・支援に必要な社会資源の状況把握 ・課題解決に向けた資源の開発について検討 

愛護センター

若者相談センター 

アサガオ

高齢者生活支援センター 

高齢

障がい者基幹相談 

支援センター 

障がい

自立相談支援機関 

生活困窮

・子ども家庭総合支援室 

・学校教育課 

・アサガオ 等 

子ども・若者

・総合相談窓口 

・権利擁護支援センター 

・地域福祉課 

地域・その他

各分野の中核的な相談支援機関 

各分野の狭間は連携でカバー（各分野が“のりしろ”を持って対応する） 

総合相談窓口 

「（仮）重層的支援チーム会議」を開催 

※重層的支援会議（個別）に位置付ける

事前資料６


